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１ 件名 

  令和８年度 岩沼市公用車（車いす移動車）売却 

 

２ 売却物品概要 

車名 トヨタ（ハイエース） 

自動車登録番号 宮城 800せ 3050 

車台番号 TRH200-0095585 

自動車の種別 普通 

用途 特種 

自家用・事業用の別 自家用 

車体の形状 車いす移動車 

型式 CBF-TRH200K改 

原動機の型式 1TR 

総排気量又は定格出力 1.99L（1,990cc） 

燃料の種類 ガソリン 

ミッション AT（オートマチック） 

駆動方式 2WD 

車体色 ホワイト 

乗車定員 9人 

車両重量 2,120kg 

車両総重量 2,615kg 

車体寸法 長さ 469cm × 幅 169cm × 高さ 222cm 

初度登録年月 平成 21年 2月 

有効期間の満了する日 令和 9年 2月 8日 

走行距離 38,900km（令和 7年 1月 28日 車検証記載値）  

※現状値：約 41,000km（令和 8年 6月時点の概算

値） 

改造内容 自西三第 102号（平成 20年 11月 25日） 

車いす固定装置付（2 基）・平成 13 年特種構造要

件適用車 

NOx・PM規制 使用車種規制（NOx・PM）適合（ただし、現在の使

用本拠は NOx・PM対策地域外） 
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【現状に関する特記事項】 

 本車両は現状においてエンジンが始動しない状態（不動車）である。その

ため、エアコン等の電気系統、走行機関及び車いす固定装置（リフト等）の

特殊架装を含め、各部の動作確認は一切行っていない（動作不明）。 

 売却物品は現状のまま引き渡すものとし、引渡し後の修理費用その他一切

の費用は買受人の負担とする。入札参加希望者は、必ず事前に実車を確認の

上、入札すること。 

 

３ 保管場所及び引渡条件 

 ⑴ 保管場所 

   宮城県岩沼市たけくま三丁目６番８号 旧岩沼市西部地区在宅介護支援

センター敷地内 

 ⑵ 搬出作業上の引渡条件 

   本車両はエンジン不始動のため自走による搬出はできない。買受人は、積

載車、レッカー車、移動用資機材等を自らの責任と費用負担において準備し、

引取りを行うこと。なお、保管場所は現在閉鎖中であるため、引取りの具体

的な日時については、必ず事前に売払人と調整の上、決定しなければならな

い。 

 ⑶ 作業上の責任 

   物品の搬出作業において、買受人の過失により保管場所の施設、設備、樹

木その他の物品又は第三者に損害を与えた場合は、買受人がその損害を賠

償し、全ての責任を負うものとする。 

 ⑷ 売却物品の確認（下見） 

   入札参加希望者は、入札前に必ず売却物品の現状を確認すること。なお、

保管場所の施設は現在閉鎖されているため、確認を希望する場合は、必ず事

前に岩沼市健康福祉部介護福祉課（電話：０２２３－２４－３０１６）まで

連絡し、日時の調整を行うこと（職員立会いのもとで開錠し案内する）。事

前の連絡がない場合は、敷地内への立入り及び確認はできない。 

   なお、実車確認（下見）の有無にかかわらず、入札書を提出したことをも

って、本仕様書の内容及び売却物品の現状（経年劣化、不具合及び各部の動

作不明箇所を含む。）を全て了承したものとみなす。 

 

４ 入札保証金 

  免除する。  
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５ 契約保証金 

  免除する。 

 

６ 諸費用 

  売買契約、移転登録又は永久抹消登録手続、運搬、その他物品の引渡し及び

登録手続等の完了に要する一切の費用は、買受人の負担とする。 

 

７ 契約金額 

  自動車リサイクル法に基づくリサイクル料金（１２,９１０円）は預託済み

であり、契約金額に含まれるものとする。 

 

８ 売却物品の移転登録及び「市名等表示」の消去 

 ⑴ 書類の交付 

   契約金額の納入が売払人において確認でき次第、移転登録又は永久抹消

登録等に必要な書類等を交付する。 

 ⑵ 市名等表示の消去義務 

   買受人は、車両に塗装・貼付されている「岩沼市」等の文字、市章、その

他公用車であることを識別できる表示について、引取り後、速やかに買受人

の責任と費用負担において完全に消去（塗装による塗りつぶし又は削り落

とし等）しなければならない。 

 ⑶ 手続完了の報告 

   買受人は、移転登録又は永久抹消登録の手続及び⑵の市名等表示の消去

を速やかに行い、手続完了後の自動車検査証の写し又は登録手続が完了し

たことが確認できる書面の写し並びに「市名等表示が消去されたことが確

認できる車両写真（前後左右）」を売払人に提出しなければならない。 

 ⑷ 引取期限 

   売却物品の引取りは、令和８年７月３１日までに行うこと。 

 

９ その他 

 ⑴ 現状引渡しの原則（契約不適合責任の免責） 

   売却物品の引渡しは保管場所において現状のまま行う。エンジン不始動

をはじめ、車いす固定装置等の特殊架装の不具合、内装・外装の破損、欠品

等、売却物品引渡し後のいかなる故障や不具合（当事者が予期し得なかった

不適合を含む。）についても、売払人は一切の責任を負わない。買受人は売

払人に対して、買い取り代金の免除若しくは減額の請求、損害賠償の請求又

は契約の解除はできない。 
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 ⑵ 関係法令への注意 

   本車両は「車いす移動車」（特種用途自動車）であり、車いす固定装置（２

基）等の架装が施されている。また、ＮＯｘ・ＰＭ対策地域外指定の車両で

あるため、対策地域内（首都圏・近畿圏等）での登録・使用を予定している

場合は、買受人の責任において関係法令等を確認すること。 

 ⑶ 協議事項 

   買受人は、本仕様書に定める事項及び関係法令等を遵守しなければなら

ない。また、本仕様書に定めのない事項については、買受人と売払人が協議

の上、決定するものとする。 



フロン類料金

ご照会の車両に係る自動車リサイクル料金は以下の通りとなります。

¥1,950

自動車リサイクル料金の預託状況

１. 車両情報

発行者：公益財団法人 自動車リサイクル促進センター

¥2,050

リサイクル料金をお支払いいただくことがございます。

¥12,910合計

2026年5月29日

リサイクル券番号 0410-6564-4841

車名 トヨタ

車台番号 TRH200-0095585

(注)

２. 預託情報

リサイクル券を破損・紛失等した場合には、本紙が預託情報に記載されたリサイクル料金が
預託されていることを証明するものとなります。

※「*****」のリサイクル料金については、引取業者が廃車の際に行う装備確認の結果により

(注)自リ法対象外冷媒搭載車の場合、フロン類料金は０円です。

品目 預託済金額

シュレッダーダスト料金

エアバッグ類料金

情報管理料金 ¥230

¥8,680


